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Ⅰ 基本的立場 

１ 1 研究者としては，以下の点について留保しておきたい。 

(1) 臓器移植の医療としてのあり方 

(2) 脳死を人の死とすることに関する理論的問題 

２ 公共的制度の設計においては，正当性を持った手続に基づく政策形成が重要である。 

 脳死・臓器移植問題に関しては，「臨時脳死及び臓器移植調査会設置法」（平成元年 12

月 8 日公布，平成 2 年 2 月 1 日施行）に基づいて設置された内閣総理大臣の諮問機関「臨

時脳死及び臓器移植調査会」（いわゆる「脳死臨調」）の答申を踏まえることが必要――そ

の答申の基本的前提を大きく変更するような事態が発生したり，新たに脳死臨調のような

機関を設置して問題を再検討したりするのでない限り，答申の結論に従うことが正当性を

持つ政策形成になると思われる。 

 

Ⅱ 脳死臨調答申（平成 4 年 1 月 22 日） 

１ 脳死について――脳死を人の死とする。 

２ 移植用死体臓器の摘出に係る承諾要件 

「臓器提供の承諾については、本人の意思と、近親者の意思のどちらを優先させるべきかという問題

がある。この点に関しては、本調査会としては、本人の意思は近親者の意思に優先すべきものであり、

脳死者からの臓器の提供にあたっては、本人の意思が最大限に尊重されなければならないものと考え

る。 

 したがって、本人が何らかの形で臓器提供を否定していたときは、たとえ近親者が提供を承諾して

も、臓器の摘出は認められるべきではない。また、反対に、臓器提供についての本人の承諾がドナー

カード等の文書でなされていたときには、近親者はこれを尊重することが望ましいものと考える。 

 なお、臓器提供についての本人の承諾がドナーカード等の文書でなされていない場合においても、

近親者が諸般の事情から本人の提供の意思を認めているときには臓器提供を認めてよいものと考える。

さらに、この点に関しては、本人の臓器提供についての意思が不明な場合であっても、近親者が提供

を承諾する場合には、臓器提供を認めるべきであるという意見もあった。ただし、いずれの場合にも

近親者に対し不当な圧力がかかることのないよう第三者によるチェックを行う仕組みを取り入れるべ

きである。」 

 

Ⅲ これまでの法律・法案における移植用死体臓器の摘出に係る承諾要件 

１ 角膜移植法（昭和 33 年 4 月 17 日）――遺族の書面による承諾 

２ 角膜腎臓移植法（昭和 54 年 12 月 18 日） 

  ――①遺族の書面による承諾，又は， 

    ②死者の生存中の書面による承諾及び遺族の不拒 



３ 旧中山案（平成 6 年 4 月 12 日） 

  ――①死者の生存中の提供意思の書面による表示及び遺族の不拒，又は， 

    ②本人意思が不明のとき，遺族の書面による承諾 

４ 旧中山案に対する修正案（平成 8 年 6 月 14 日） 

  ――①死者の生存中の提供意思の書面による表示及び遺族の不拒 

５ 中山案（平成 8 年 12 月 11 日） 

  ――①死者の生存中の提供意思の書面による表示及び遺族の不拒 

６ 修正された中山案――臓器移植法（平成 9 年 7 月 16 日公布,成立は 6 月 17 日,施行は

10 月 16 日） 

  ――①死者の生存中の脳死判定に従う意思の書面による表示及び家族の不拒，及び 

    ②死者の生存中の提供意思の書面による表示及び遺族の不拒 

 

 脳死臨調答申に従うと，移植用死体臓器の摘出に係る承諾要件は， 

  ――①死者の生存中の提供意思の書面による表示，又は， 

    ②諸般の事情から認められた本人の提供意思に基づく，遺族の［書面による］承

諾 

 でなければならなかったはずである。臨調答申後に国会に提出された旧中山案（平成 6

年 4 月）は，臨調答申よりもゆるい承諾要件を定めた。また，修正後の旧中山案（平成 8

年 6 月）は，逆に，臨調答申で認められていた遺族の承諾に基づく臓器提供の余地を全く

なくしてしまった。 

 私見では，臨調答申の基本的前提を大きく変更するような事態が発生したり，新たに脳

死臨調のような機関を設置して問題を再検討したりということがなかった現状においては，

臨調答申に従った承諾要件を改正臓器移植法に規定することが望ましいと考える。それが

望ましくないとするのであれば，臨調答申を内容的に再検討するために新たな調査会を設

けることが必要と思われる（新たな調査会では国民的議論を展開させることが必要）。 

 

Ⅳ 他の論点に関して――親族への臓器の優先的提供――臓器の優先的提供の意思表示の

効力を認めることの是非 

 丸山は，すでに平成 13 年 12 月 12 日に開かれた厚生労働省第 5 回臓器移植委員会及び平

成 17 年 4 月 5 日に参議院議員会館で開かれた臓器移植検討会で述べているとおり， 

１．現行の臓器移植法の性格， 

２．生体臓器移植からのアナロジー， 

３．わが国における死体の法的取扱い，とくに医学的利用に関する取扱い， 

４．外国の立法例， 

 に照らして，生前意思による指定を認めることが望ましいと考える。 

 

  

 


